
平成３０年第３回別府市議会定例会 

議案（条例・その他）の概要 

 

議第７２号 別府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する条例の一部改正について 

議第７３号 特別職の常勤職員の給与及び旅費に関する条例等の一部改正について 

議第７４号 別府市国民健康保険基金条例の一部改正について 

議第７５号 別府市税条例の一部改正について 

議第７６号 別府市税特別措置条例の一部改正について 

議第７７号 別府市手数料条例の一部改正について 

議第７８号 別府市立学校の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

議第７９号 別府市奨学金に関する条例の一部改正について 

議第８０号 別府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について 

議第８１号 別府市入湯税の超過課税分の使途に関する審議会条例の制定について 

議第８２号 工事請負契約の締結について 

議第８３号 工事請負契約の締結について 

議第８４号 平成２９年度別府市一般会計歳入歳出決算の認定について 

議第８５号 平成２９年度別府市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

議第８６号 平成２９年度別府市競輪事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議第８７号 平成２９年度別府市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

議第８８号 平成２９年度別府市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

議第８９号 平成２９年度別府市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

議第９０号 平成２９年度別府市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

議第９１号 平成２９年度別府市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

議第９２号 平成２９年度別府市水道事業会計決算の認定について  
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議第７２号  

   別府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  次の理由により条例を改正します。  

 (1) 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を

改正する法律（平成３０年法律第４４号）により生活保護法（昭和２５年法

律第１４４号）に進学準備給付金の支給が定められ、及びその事務が行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２

５年法律第２７号）において番号利用事務とされたこと。  

 (2) 健康増進法（平成１４年法律第１０３号）による健康増進事業の実施にお

いて、国民健康保険の被保険者情報を利用できるようにすること。 

２ 議案の内容  

 (1) 別表第１の６の項（生活に困窮する外国人に対する生活保護法の規定によ

り準じて行う措置に関する事務）に「進学準備給付金の支給に関する事務」

を加えます。  

 (2) 別表第２の１の項に規定する外国人保護措置関係情報及び同表５の項に

規定する生活保護関係情報に「進学準備給付金の支給に関する情報」を加え

ます。 

 (3) 別表第２の１７の項（健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務

関係）に定める利用できる特定個人情報に「医療保険給付関係情報」を加え

ます。 

 (4) その他字句の整備を行います。  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 総務部総務課  

 

議第７３号  

   特別職の常勤職員の給与及び旅費に関する条例等の一部改正について 

１ 趣旨 

  市長、副市長、教育長及び水道企業管理者の退職手当の額を引き下げること

に伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容  

  市長、副市長、教育長及び水道企業管理者の退職手当の支給割合を次のよう

に改定します。 
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役 職 改定前 改定後 

市 長 １００分の４２ １００分の４０．６ 

副 市 長 １００分の２９ １００分の２８ 

教 育 長 １００分の１７  １００分の１６．４ 

水道企業管理者  １００分の１７  １００分の１６．４ 

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 総務部職員課  

 

議第７４号  

   別府市国民健康保険基金条例の一部改正について  

１ 趣旨 

  持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正す

る法律（平成２７年法律第３１号）により国民健康保険法（昭和３３年法律第

１９２号）の一部が改正され、都道府県は、市町村が実施する国民健康保険事

業に要する費用について、国民健康保険給付費等交付金を交付することとされ、

また、当該交付金の交付に要する費用等に充てるため、市町村から国民健康保

険事業費納付金を徴収することとされたことに伴い、基金の処分事由を改める

ため、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  第６条各号を次のように改めます。  

  (1) 市が行う国民健康保険事業に係る保険給付国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用に不足が生じた場合の財源に充てるとき。  

  (2) 経済事情の変動等により市が行う国民健康保険事業に係る財源が著し

く不足する場合の財源に充てるとき。  

  (3)(2) 市が行う国民健康保険事業に係る保健事業の財源に充てるとき。  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 生活環境部保険年金課  

 

議第７５号  

   別府市税条例の一部改正について  

１ 趣旨 

  地方税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３号）により地方税法
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（昭和２５年法律第２２６号）の一部が改正され、中小事業者等が生産性向上

特別措置法（平成３０年法律第２５号）に規定する認定先端設備等導入計画に

従って取得をした同法に規定する先端設備等に該当する機械装置等に対して課

する固定資産税の課税標準となるべき価格に乗じる割合は市町村の条例で定め

るとされたことに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 (1) 前項に規定する市町村の条例で定める固定資産税の課税標準となるべき

価格に乗じる割合は、零とします。（附則第１０条の２関係）  

 (2) 地方税法の一部改正に伴う引用条項のずれに対応します。（附則第１０条

の２関係）  

３ 施行期日 公布の日。一部は、平成３１年４月１日  

４ 担当課 総務部資産税課  

 

議第７６号  

   別府市税特別措置条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  地域再生法（平成１７年法律第２４号）に定めるところにより、地方活力向

上地域又は準地方活力向上地域内において、認定地方活力向上地域等特定業務

施設整備計画に従って、特定業務施設を新設し、又は増設した認定事業者に対

し、固定資産税の課税免除又は不均一課税をすることに伴い、条例を改正しま

す。 

２ 議案の内容  

 (1) 地域再生法第１７条の２第１項第１号に掲げる事業を実施する認定事業

者に対し、固定資産税を３年度分に限り、課さないこととします。（第３条

第１項関係）  

 (2) 地域再生法第１７条の２第１項第２号に掲げる事業を実施する認定事業

者に対し、固定資産税の税率を３年度分に限り、次のとおりとします。（第

３条第２項関係）  

   初年度 １００分の０．１４  

   第２年度 １００分の０．４６７  

   第３年度 １００分の０．９３３  

 (3) その他字句の整備をします。  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 総務部資産税課  
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議第７７号  

   別府市手数料条例の一部改正について  

１ 趣旨 

  建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の一部改正に伴い、新たに定めら

れた認定等の事務に関し手数料を定めるため、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 (1) 次の手数料を定めます。  

  ア 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料（別表第６の６の項

関係） 

  イ 建築審査会の同意を要する場合の仮設建築物建築許可申請手数料（別表

第６の３３の項関係）  

 (2) 建築基準法の一部改正に伴う引用条項のずれに対応します。（別表第６の

７の項関係）  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 建設部建築指導課  

 

議第７８号  

   別府市立学校の設置及び管理に関する条例の一部改正について  

１ 趣旨 

  山の手中学校と浜脇中学校を統合し、新中学校を設置することに伴い、条例

を改正します。  

２ 議案の内容  

  別表第２の山の手中学校の項及び浜脇中学校の項を削り、同表に次のように

加えます。  

名称 位置 

別府西中学校  別府市中島町７番４９号  

３ 施行期日 平成３３年４月１日  

４ 担当課 教育委員会教育政策課  

 

議第７９号  

   別府市奨学金に関する条例の一部改正について  

１ 趣旨 

  次の理由により条例を改正します。  
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 (1) 奨学生の資格要件のうち、奨学育英会又はその他から奨学生として奨学金

を受けていないことの要件を廃止すること。  

 (2) 大学卒業後に別府市内に居住する場合等に奨学金の返還を免除すること。 

２ 議案の内容  

 (1) 第３条第５号を削ります。  

 (2) 次のいずれかに該当する場合は、奨学金の全部又は一部の返還を免除する

ことができることとします。（第１１条第２項関係）  

  ア 大学卒業後、別府市内に居住の事実があるとき。  

  イ 大学卒業後、別府市内の保育所等で保育士として勤務の事実があるとき。 

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 教育委員会学校教育課  

 

議第８０号  

   別府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正について 

１ 趣旨 

  児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の規定に基づき条例を定めるに当

たり従うべき基準等を定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

（平成２６年厚生労働省令第６１号）の一部が改正され、代替保育の提供に関

する基準並びに食事の提供及び食事の外部搬入に関する基準が見直されたこと

に伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  省令の改正内容と同様の内容で改正します。  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 福祉保健部子育て支援課  

 

議第８１号  

   別府市入湯税の超過課税分の使途に関する審議会条例の制定について 

１ 趣旨 

  入湯税の超過課税分の使途について、調査及び審議を行う審議会を設置する

ことに伴い、条例を制定します。 

２ 議案の内容  

 (1) 設置、所掌事項、組織、任期等について定めます。  

 (2) 所掌事項は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項を目的として入湯税の超
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過課税分の使途について調査及び審議を行うこととします。 

  ア 温泉資源の保護・確保 

  イ 観光客の快適性の確保 

  ウ 観光客の安全・安心の確保 

  エ 観光客を増加させるための事業の推進 

  オ 観光客の受入体制の充実  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 観光戦略部観光課  

 

議第８２号  

   工事請負契約の締結について 

１ 趣旨 

  工事請負契約の締結について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めます。 

２ 議案の内容  

 (1) 契約の目的  別府市庁舎空調熱源設備改修工事 

 (2) 契約の方法  要件設定型一般競争入札による契約  

 (3) 契約の金額  ３０３，４８０，０００円 

（うち消費税及び地方消費税の額２２，４８０，０００円） 

 (4) 契約の相手方 信和・森・小俣建設工事共同企業体  

           別府市千代町６番３号  

            株式会社信和  

             代表取締役 清家 努 

 

           別府市大字鶴見４５４６番地の３５８  

            株式会社森工機  

             代表取締役 森 憲司 

 

           別府市大字南立石３９５番地の１９  

            株式会社小俣電設工業  

             代表取締役 小俣 哲哉 

３ 担当課 総務部総務課  
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議第８３号  

   工事請負契約の締結について 

１ 趣旨 

  工事請負契約の締結について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めます。  

２ 議案の内容  

 (1) 契約の目的  野口原陸上競技場トラック走路改修工事  

 (2) 契約の方法  要件設定型一般競争入札による契約  

 (3) 契約の金額  １６４，１６０，０００円 

（うち消費税及び地方消費税の額１２，１６０，０００円） 

 (4) 契約の相手方 安部組・國本組建設工事共同企業体  

           別府市京町４番１９号  

            株式会社安部組  

             代表取締役社長 安部 勉 

 

           別府市汐見町７番２４号  

            株式会社國本組  

             代表取締役 大庭 美香 

３ 担当課 教育委員会スポーツ健康課  

 

 

議第８４号～議第９２号  

   平成２９年度別府市一般会計歳入歳出決算の認定について  

   平成２９年度別府市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

   平成２９年度別府市競輪事業特別会計歳入歳出決算の認定について  

   平成２９年度別府市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

   平成２９年度別府市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

   平成２９年度別府市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

   平成２９年度別府市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について  

   平成２９年度別府市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい
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て 

   平成２９年度別府市水道事業会計決算の認定について 

１ 趣旨 

 (1) 地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２９年度別府市一般会計

及び各特別会計の歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付

します。 

 (2) 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成２９年度別府市水道事

業会計決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付します。  

 


